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～道路空間再配分による賢い道路の使い方～

（概要版）
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１．手引きの位置付け

■本手引きの目的

〇手引きが示す内容
・まちなか道路空間の将来像の検討方法
・構想段階から事業実施に至るプロセス
・道路空間再配分などの“道路空間を賢く使う”考え方
・道路空間再配分の具体的な整備手法や事例

〇手引きの目的
まちなかの既存道路空間を “賢く使う”という視点を持
ち、『道路空間再配分』により整備方針を検討する際に
使うもの。
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１．手引きの位置付け

道路の利用状況（ニーズ）が変化しており、現道路空間に課題のある道路

都市計画道路において本手引きを適用する範囲は次を基本とし、道路空間再配分を検討する際には主管課
及び都市計画課と十分協議すること。
・都市計画幅員で整備が完了しているが、課題のある道路（都計幅＝現道幅）
・都市計画道路としては未整備であるが、現道幅員内で対策の必要な箇所（都計幅＞現道幅）

■手引きの適用範囲

周辺状況の変化により道路の利用形態に変化がある道路

(例)・バイパスが開通し自動車交通量が大幅に減少する箇所 など

まちのにぎわい空間として活用が必要な道路

(例)・イベント等に利用される箇所

現在の道路空間において余剰のある道路

(例)・歩道が狭いが車道幅員が構造令上の標準幅員に対して広い箇所 など

沿道条件により拡幅が困難な道路

(例)・街並みの保存が必要な箇所

・建物が連担しており多額の事業費を要する箇所 など

※留意点



１．手引きの位置付け
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■基本理念

子どもから高齢者まで全ての道路利用者が、多様な交通手段を選択でき、
安全、安心、快適に利用できる道路空間の創出を目指す。

〇 暮らしやすく持続可能な「まち」を再構築していくために、
「ひと」を主役としたにぎわいのある道路空間を創出する。

■必要な視点

① まちなか道路を取り巻く環境は変化

道路利用形態や求められるニーズの変化など、道路環境の変化を的確に
把握し、将来に渡って必要な機能を満足する道路空間の創出を目指す。

③まちなか道路を「賢く使う」

既存の道路空間内における道路空間再配分などの「道路を賢く使う」
視点を持って、効率的・効果的な道路空間の創出を目指す。

②全ての「ひと」が安全・安心・快適に
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１．手引きの位置付け

■「まちなか道路」とは？

一定程度の都市機能が集積する地区にある道路
多様な交通主体が、多様な使い方をする道路
ひとが通行に使うだけでなく、地域のお祭り・イベントなどのにぎわい空
間として利用されている道路
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１．手引きの位置付け

■「道路空間再配分」とは？

現在の限られた道路空間の中で、それぞれの道路機能に対して与えられている空間
の割り振りを変更すること。

道路空間再配分

従来の道路拡幅

現在の道路

空間的余裕

自転車と歩行者が混在
歩道幅員が狭い
自転車通行空間が必要

余裕のある空間を縮小

必要な空間を確保

必要な空間を確保

拡幅
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１．手引きの位置付け

① 本手引きの位置付け
手引きの目的と適用範囲、基本理念、用語の定義、手引きの構成

② 基本的な検討方法

③整備手法の検討

全国における道路空間再配分の事例
大規模（宇都宮市大通り）、小規模（茂木駅前）でのケーススタディ
事務所毎のケーススタディ

検討の流れ、合意形成プロセス、各段階における検討方法、“賢く使う”視点からの検証

道路機能毎の具体的な整備手法の考え方

④参考資料

■手引きの構成

■関連する技術基準

道路構造令の解説と運用、県道の構造の技術的基準を定める条例

歩行者自転車通行空間整備の手引き

バス利用・運行環境整備マニュアル

栃木県版 自転車利用環境創出ガイドライン

道路の移動等円滑化整備ガイドライン など



２．基本的な検討方法
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■検討の流れ

③基本方針の設定

②関連計画の整理

④検討が必要な道路機能の抽出

⑤整備手法の検討

⑥道路空間全体の編成

（必要に応じて）⑦道路空間の配分調整

⑧新たな道路空間の決定

①道路利用形態の整理

まちなか道路空間活用の検討は、以下の流れに沿って実施する。

・・・ 関連計画上の位置付けを整理

・・・ 道路の使われ方を把握し、課題を整理

・・・ 実現すべき目標（道路機能）の設定

・・・ まちなか道路として必要な機能を整理

・・・ 各機能毎に必要な幅員の検討

・・・ 必要な道路全幅員の確認

・・・ 「賢く使う」視点からの検証

・・・ 目標を満足する道路空間の決定
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■合意形成の方法
事業の規模等を総合的に勘案し、幅広い関係者が早い段階から検討に参画できる
体制を構築することが望ましい。

行政機関 地元関係者等 第三者

道路管理者、交通管理者 道路利用者

学識者経験者

地域づくりに取り組んでいる
NPO
マスコミ

など

周辺道路の道路管理者
（国、市町村）
交通管理者

歩行者
自転車利用者
自動車利用者
高齢者、障害者団体
交通事業者（バス・タクシー等）
運送業者 など

その他関連する行政内部部署 その他沿道関係者等

公共交通を担当する部署

都市計画・まちづくりの担当部
署
観光を担当する部署
景観を担当する部署

中心市街地活性化・中小企業
支援を担当する部署
教育委員会
交通安全啓発の担当部署
環境の担当部署 など

住民
各地域の自治会
地域経済団体、地元企業
商店街
学校（小・中・高・大）
鉄道事業者

情報通信事業者
ライフライン事業者

など

２．基本的な検討方法
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① 道路利用形態の整理

現在の道路空間を、誰がどのように利用しているかを把握する。
道路状況、交通状況、沿道状況等に着目して整理する。
地域のイベント等の特殊な使用方法がある場合も整理する。
曜日や時間帯別による交通状況の変化や、上下線別や区間毎の違いに着目する。

〇交通状況の調査
・交通量、渋滞
・駐停車
・交通規制
・交通事故
・通学路指定
・公共交通 など

〇道路状況の調査
・横断構成
・構造物
・公共交通施設
・バリアフリーに関する施設
・道路占用物 など

〇沿道状況の調査
・主な沿道施設
・駐車場、駐輪場 など

〇その他
・住民意見
・イベント等による利用 など

■主な整理の視点

２．基本的な検討方法
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② 関連計画の整理

地域や道路空間に関連する計画を収集・整理し、検討区間の位置付けを整理する。

関連計画の例

総合計画
都市計画
土地利用計画
中心市街地活性化基本計画
各種交通計画
（総合交通計画、自転車ネットワーク計画、公共交通計画 等）
各種道路計画
交通安全対策事業計画
移動円滑化基本構想
その他道路に関する将来計画

など

２．基本的な検討方法
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③ 基本方針の設定

道路整備によって実現すべき基本方針を設定する。
基本方針は目標の優先順位を示すもの。整備手法を検討する際の指針となるもの。
検討対象によっては、区間の途中で異なる基本方針の設定が必要となる。

視点 課題

道路状況
歩道が狭幅員

自転車走行空間が未整備

交通状況
通勤通学時は歩行者自転車が多い

バス路線でありバス利用者が多い

沿道状況 商業施設が連担している

その他
イベントスペースとして活用

（夏祭りにおいて道路を封鎖）

①道路利用形態の整理

自転車ネットワーク路線

バリアフリー重点整備地区

交通ネットワークが整備された利便性の
高いまち

都市のシンボルとなる道路

ひとが集い、にぎわいのあふれるまち

歩行者の通行機能の強化

自転車の通行機能の確保

歩行者の通行機能の強化

自転車の通行機能の確保

②関連計画の整理

③基本方針の設定

公共交通の通行機能・アクセス機能の向上

にぎわい空間の確保

公共交通の通行機能・アクセス機能の向上

にぎわい空間の確保

【基本方針の設定（例）】

２．基本的な検討方法
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④検討が必要な道路機能の抽出

基本方針の実現に加えて、一般的にま
ちなか道路として検討が必要な道路機
能を抽出する。

必要な道路機能の抽出は、『検討が必
要な道路機能の抽出判定表』を用いて
実施する。

地域の実情を勘案し、必要な道路機能
は適宜追加する。

■検討が必要な道路機能の抽出判定表

２．基本的な検討方法
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■自転車通行空間の整備形態比較表

『歩行者自転車通行空間の手引き』に準じ、下の
表に基づいて整備手法を設定する。

各整備手法の構造については、『栃木県版自転車
利用環境創出ガイドライン』に準拠する。

■自転車通行空間の整備手法イメージ

自転車道

自転車専用通行帯

車道混在

２．基本的な検討方法

⑤整備手法の検討＜自転車の通行機能＞ 例
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⑤整備手法の検討＜自動車のアクセス機能＞ 例

条件
滞留
車両

道路
規格

基本形 やむを得ない場合

整備手法 幅員 整備手法 幅員

沿道施設が
連担するなど、
連続した

駐停車空間が
必要

普通車

第3種 路肩 2.5m 駐停車ベイ 2.5m

第4種 停車帯 2.5m 駐停車ベイ 2.5m

小型車

第3種 路肩 1.5m 駐停車ベイ 1.5m

第4種 停車帯 1.5m 駐停車ベイ 1.5m

連続した
駐停車空間は

不要

普通車 － 駐停車ベイ 2.5m － －

小型車 － 駐停車ベイ 1.5m － －

『道路構造令の解説と運用（（社）日本道路協会）』に準じ、停車帯または路肩による駐停
車空間の整備を基本とする。

連続的な幅員が確保できないケースや連続した空間は不要なケースでは、駐停車ベイによる
整備も選択できる。

■自動車の駐停車空間の整備手法判定表 ■自動車の駐停車空間の整備手法イメージ

路肩または停車帯

駐停車ベイ

２．基本的な検討方法
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⑤整備手法の検討＜地域活動空間＞ 例

群馬県高崎市（オープンカフェ、自転車駐輪器具）

■道路占用許可の特例を用いた例

２．基本的な検討方法
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⑥道路空間全体の編成

各整備手法の結果を踏まえ、道路空間全体を編成し、現在の道路幅員と比較する。
一般断面に加え、交差点部やバス停等がある特殊部についても整理する。

■道路空間全体の構成整理イメージ

【比較結果】
現況幅員 ＞ 編成した幅員

２．基本的な検討方法

現況の道路空間

必要な機能を単純に編成した道路空間イメージ

『⑧新しい道路空間の
決定』へ
※基本方針で設定した優先度の
高い空間に余った幅員を割り当
てる

【比較結果】
現況幅員 ＝ 編成した幅員

『⑧新しい道路空間の
決定』へ

【比較結果】
現況幅員 ＜ 編成した幅員

『⑦道路空間の配分調
整』へ

※留意点
都市計画道路幅員と編成した幅員が異なる区間について「⑦道路空間の配分調整」の検討へ進む場合、都市
計画道路としての整備方針＊1についても検討する必要があるため、都市計画課と十分協議すること。

＊1 都市計画道路が未整備のままの場合、自由な建築活動が阻害されることで地域の活性化等に影響を及ぼす可能性があるが、
一方で当該都市計画道路を前提にまちづくり・建築物の整備が行われてきた経緯についても十分留意する必要がある。
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⑦道路空間の配分調整

道路構造令の弾力的な運用

既存の道路幅員内に収まらない場合には、従来の拡幅による整備だけでなく、
「道路を賢く使う」という視点から道路空間再配分の可能性を検証する。

・道路構造例には、地域の状況に応じて弾力的に運用できる規定や特例規定がある。更に、栃木県では県

条例で県独自の緩和規定を追加している。これらを活用し、地域特性や道路利用状況に適した道路構造

を検討できる。

■特例規定の例（道路の区分）■道路構造令の県条例（第４条３項）

【道路構造令の弾力的な運用（例）】

２．基本的な検討方法
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⑦道路空間の配分調整

車線数の検証

・必要となる車線数は、設計基準交通量と計画交通量（もしくは現況交通量）を比較することで決定する。

・道路構造や交通実態を踏まえて計算で算出した交通容量と計画交通量（もしくは現況交通量）を比較す

ることで車線数を決定することでも良い。

■設計基準交通量 ■道路構造や交通実態を踏まえた交通容量による検証

代表的な第４種第3級
の道路の設計基準交通
量（9,000台/日）に
対 し 、 交 通 容 量 は
14,262台/日と算出

車線幅員や側方余裕幅、
ピーク率や大型者混入
率など交通容量に影響
を与える要因が少ない

【道路構造や交通実態を踏まえた交通容量による必要車線数の検証（例）】 （茂木町茂木増井線の場合）

※検証の際は「道路の交
通容量（社団法人 日本道
路協会）」要参照

２．基本的な検討方法
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⑦道路空間の配分調整

自動車通行空間の検証
・人口減少・高齢化による自動車交通量の推移を把握
・周辺道路ネットワークの整備状況を把握 など

車線数縮小による自転車走行空間創出（高松市）

２．基本的な検討方法
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⑦道路空間の配分調整

面的な道路ネットワークによる役割分担
・自動車交通の分散化、各種ネットワーク計画の見直し など

自動車交通の分散による歩行空間の確保（大阪市）

２．基本的な検討方法
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⑦道路空間の配分調整

道路利用特性の分析
・道路空間の重ね合わせ、時間帯別交通規制 など

自転車通行空間と荷捌き空間の共存多様な自動車アクセス空間の共存（郡山市）

歩道拡幅

２．基本的な検討方法
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⑦道路空間の配分調整

関係者との協働
・市街地再開発による沿道建物のセットバック
・道路外での駐車場、駐輪場の整備 など

沿道建物の
セットバック
（宇都宮市）

道路管理者以外の主体による
駐輪場の整備
（高松市）

民地内に
バス待合場設置
（世田谷区）

２．基本的な検討方法



特異日のみの対応（特に観光地など）
・休日のみの通行規制
・パーク＆ライド

など
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⑦道路空間の配分調整

休日通行規制による
トランジットモール化（那覇市）

観光シーズンの
パーク＆バスライド（奈良市）

２．基本的な検討方法
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⑧新しい道路空間の決定

当該道路の課題の大きさ、整備効果の発現時期、予算的制約、空間的制約、関係
者との調整結果等を総合的に勘案し、最終的な整備方針を決定する。
検討の結果、現在の道路幅員内に収まらない場合については、従来どおり拡幅
（都市計画変更）による整備を検討する。
社会に大きな影響を与える施策の導入にあたっては、社会実験を実施した上で、
本格的な施策導入を決定したり、改善策の検討を行うことも有効である。

■配分調整した拡幅整備の事例（真岡市荒町）

当該事例では、植樹帯を撤去し
て生まれた空間を自転車専用通
行帯に割り当てたことにより、
拡幅幅をW=2.0mに抑えること
ができた。

２．基本的な検討方法



３．参考（道路空間再配分の事例）
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一方通行化による歩行空間・荷捌き空間の確保 （愛媛県松山市）

整備前

整備後



３．参考（道路空間再配分の事例）
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車線及び路肩幅員の縮小による中央ゼブラ・右折たまりの創出
（福島県いわき市）

整備前

整備後



３．参考（道路空間再配分の事例）
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区間毎に異なる断面で自転車通行空間を確保 （石川県金沢市）

Ａ

Ｂ
整備前

整備後



３．参考（道路空間再配分の事例）
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自動車通行空間の縮小による駐輪スペースの確保（名古屋市伏見通り）

整備前

整備後



４．参考（ケーススタディ事例）
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■検討例 【茂木町茂木増井線】

歩道が狭い。
周辺には茂木高校、茂木中学校等が立地。
商店街で荷捌き需要がある。
道路西側に総合情報施設が立地予定。

現況

道路空間再配分（例）

対象範囲

・歩行者通行機能（西側）
・自転車通行機能（西側）
・自動車アクセス機能（東側）

西
側

西
側

東
側

東
側

■基本方針

・自転車専用通行帯（西側）
・歩道拡幅（西側）
・ゆうゆう路肩（東側）

■整備手法

■現況と課題


